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平成19年4月、住宅金融公庫は「独立行政法人住宅金融支援機構」に生まれ変わりました。

従来の一般個人向け融資は原則廃止し、証券化支援事業に特化したビジネスモデルに大きく転換します。

メイン業務は財政融資資金を調達原資とする

一般個人向け融資（直接融資業務）

住宅ローンオリジネーション、サービシング及

びALM管理を公庫が全面的に負担

メイン業務は民間金融機関等の長期・固定住

宅ローンの安定的な供給を支援する証券化支

援業務

一般個人向け融資（直接融資業務）は原則廃

止

買取債権は、証券化により大半のALMリスクを

マーケットに転嫁するため、機構が負担する

ALMリスクは大幅に抑制（フィービジネスへの

転換）

信用リスクは機構がマネジメント

住宅金融支援機構に生まれ変わりました
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住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ

名称 住宅金融公庫

設立 昭和25年6月5日

根拠法 住宅金融公庫法

目的

国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入（住宅

の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含みます。）に必

要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難と

するものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援

するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係

る債務の保証を行います。

長期・固定ローンを供給することにより、国民の住宅取得等

を支援

買取型：民間金融機関の長期・固定ローンを買い受け、信

託した上で、それを担保としたMBSを発行

保証型：民間金融機関の長期・固定ローンに対して住宅金

融公庫が保険を付した上で、それを担保として発行された

債券等について、期日どおりの元利払いを保証

信用補完を通じて、民間金融機関の住宅ローンの円滑な供

給を支援

主務大臣 国土交通大臣及び財務大臣

資本金 2,537億円（平成18年度、全額政府出資）

役職員数 1,078人（平成18年度末）

貸付等実績
平成18年度貸付等契約額 1兆1,064億円

平成18年度貸付金等残高 45兆6,801億円

支店等 1住情報相談センター、11支店

融資業務

証券化支援

業務

業務内容

住宅融資

保険業務

公庫の概要

国土交通大臣及び財務大臣

3,197億円（平成19年４月24日現在、全額政府出資）

一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するため

の貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環

境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する

情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通

を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業

務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通

を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与します。

1,032人（平成19年４月１日現在）

独立行政法人住宅金融支援機構法

平成19年4月1日

独立行政法人住宅金融支援機構

機構の概要

１１支店

住宅融資保険業務：信用補完を通じて、民間金融機関の住

宅ローンの円滑な供給を支援

既往債権の管理業務：住宅金融公庫から承継する既往債

権について適切に管理

消費者による最良のローン選択が可能となるよう住宅ロー

ンや住宅関連の情報を提供

融資業務：政策上重要な分野であるが民間では資金供給

が困難な災害関連、都市居住再生等に限定

証券化支援業務：買取型、保証型

支援業務

補完業務

情報提供

業務
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特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月）

事業について講ずべき措置
法人名

組織形態について講ずべき措置

【住宅資金融通事業等（融資、保険）】

融資業務については、平成14年度から段階的に縮小するとともに、利子補給を前提としないことを原則とする。

融資業務については、民間金融機関が円滑に業務を行っているかどうかを勘案して、下記の独立行政法人設置の際、最終決定する。なお、公庫の

既往の債権については、当該独立行政法人に引き継ぐ。

貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。

金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。

政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に繰上償還を含めた政策コストを明示する。

住宅金融公庫

5年以内に廃止する。また、住宅金融公庫が先行して行うこととしている証券化支援業務については、これを行う新たな独立行政法人を

設置する。

「特殊法人等整理合理化計画」を受けて、銀行その他一般の金融機関による長期・固定金利の住宅資金の貸付けを支援するために、貸付債権

の譲受け又は貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うこととする等の改正を目的とする「住宅金融公庫法および住宅融資保険法

の一部を改正する法律」が第156回通常国会に提出され、平成15年6月4日に成立、同年6月11日に公布・施行されました。

本法律の附則第3条では、以下の事項が定められています。

政府は平成19年3月31日までに公庫を廃止し、公庫の権利及び義務を承継する独立行政法人を設立するために必要な措置を講ずること

当該独立行政法人には、公庫が行う証券化支援業務の実施状況、一般の金融機関の住宅資金の貸付けの状況等を勘案し、必要な業務を行わ

せること

平成13年12月に住宅金融公庫を廃止することが閣議決定されました。

独立行政法人への移行に先行し、平成15年10月より証券化支援事業を開始しました。

住宅金融公庫改革について（1）
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「独立行政法人住宅金融支援機構法」が第162回通常国会に提出され、平成17年6月29日に成立、同年7月6日に公布されました。これにともない

平成19年4月1日に住宅金融公庫は廃止され、その権利及び義務を引き継ぐ独立行政法人住宅金融支援機構が設立されました。

平成17年6月に独立行政法人住宅金融支援機構法が成立し、平成19年４月に住宅金融支援機構が設立されました。

独立行政法人とは（独立行政法人通則法第2条第1項）

国民生活及び社会経済の安定などの公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、

国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施され

ないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせるこ

とを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人

住宅金融公庫改革について（2）

公的機関が住宅ローン及びMBSの標準化を進め、住宅ローン証券化市場の発展に向けてサポートすることに

より効率的かつ効果的な市場発展が見込まれます。

独立行政法人の運営にあたっては、主務大臣が中期目標を作成し、それに従って機構が中期計画を作成、各

事業年度における業務の実績等について独立行政法人評価委員会の評価を受けることとされており、業務の

内容や運営の状況について透明性が高まります。

住宅金融支援機構に移行することで
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経営改善計画の内容及び機構の収支見通し

18 20 21 22 23

第2期中期計画期間
（平24.4～29.3を想定）

24 25 26 27 28

第1期中期計画期間
（平19.4～24.3）

15 16 17 19

証券化支援
事業開始
平成15.10

年度

経営改善計画の内容

証券化支援事業等の収支見通し

業務運営の効率化

経営改善計画
の策定

平成17.7

既往債権管理勘定の財務改善

独法第1期中期目標期間中に単年度収支の黒字化、第2期期間中に繰越損失金の解消を目指します。

機構設立前の公庫段階から、先行して業務改善・業務運営の効率化等を推進しております。

独法第1期中期目標期間中に

単年度収支を黒字化
独法第2期中期目標期間中に

繰越損失金を解消

常勤職員数の削減（10％以上削減）

一般管理費の削減（15％以上削減）

常勤職員数4％
以上、一般管理
費 6 ％ 以 上 （ 平
成16年度比）を
先行削減

既往債権の証券化により、補償金なしでの財政融資
資金の繰上償還を実施

独法第1期中期目標期間中に所要額を
すべて措置し、補給金は廃止

機構設立
平成19.4
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補給金は廃止されますが、事業のリスク等に応じて国から出資金を受け入れます。

優良住宅取得支援制度に係る出資金等により、良質な住宅への政策誘導を行ってまいります。

平成18年度に引き続き、平成19年度においても優良住宅

取得支援制度を実施します。

［一般会計出資金 500億円］

次に掲げる住宅を対象とする住宅に追加します。

耐久性・可変性に優れた住宅

免震住宅（耐震性に優れた住宅に追加します。）

※平成19年度は省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性及び耐

久性・可変性のうちいずれか1つ以上の性能に優れた住宅を制

度への適合要件とし、平成20年度以降はいずれか2つ以上の

性能に優れた住宅を制度への適合要件とします。

証券化支援事業（買取型）の超過担保部分に係る出資優良住宅取得支援制度の実施

最近の出資金額推移

平成17年度 平成18年度 平成19年度

出資金受入額

年度末出資金合計

550億円 300億円 660億円（予算）

2,237億円 2,537億円 3,197億円（予算）

平成19年度事業計画案の概要（国土交通省による機構関連の予算概要等）

証券化支援事業（買取型）の超過担保部分に関し、SB

（満期一括償還債）等により調達する方法に移行するこ

とに伴う新たなALMリスクに対応するため、一般会計か

らの出資金160億円を受け入れます。

補給金から出資金へ
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平成平成1919年度以降年度以降平成平成1717・・1818年度年度平成平成1616年度まで年度まで

住宅金融支援機構法第17条

に定める勘定

既往債権管理勘定
平成16年度以前受理分に係る住宅

資金融通事業（財形を除く）

住宅金融支援機構法附則第7条第5項

に定める勘定

住宅金融公庫 総合勘定

平成17年度以降受理分
に係る住宅資金融通事業

平成17年度以降受理分
に係る住宅資金融通事業

住宅金融公庫 総合勘定

住宅資金融通事業住宅資金融通事業

住宅金融支援機構法において各業務毎に勘定を設け、区分経理することが定められています。

区分経理の導入

住宅金融公庫法第26の2第1項

に定める特別勘定

住宅金融公庫法第26の2第1項

に定める特別勘定

第一号 財形住宅資金貸付特別勘定

第二号 証券化支援特別勘定

第三号 住宅融資保険特別勘定

第一号 財形住宅資金貸付特別勘定

第二号 証券化支援特別勘定

第三号 住宅融資保険特別勘定

第四号

既往債権管理特別勘定

平成16年度以前受理分に係る

住宅資金融通事業（財形を除

く）

第一号 証券化支援勘定

第二号 住宅融資保険勘定

第三号 財形住宅資金貸付勘定

第四号

住宅資金貸付等勘定
平成17年度以降受理分に係る住宅

資金融通事業

（財形を除く）

旧保証協会求償権の回収業務

団信業務

年金住宅融資に係る保証業務

沖縄公庫融資に係る保証業務

年金債権譲受業務

住宅情報提供業務



Ⅱ. 証券化支援事業への転換
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独法移行に先駆けて平成15年10月より証券化支援事業（買取型）を開始し、これまで買取債権を裏付けとしたMBSを約2兆円発

行しています。

平成17年度よりS種MBSの発行を開始するなどこれまで着実に発行実績を重ね、MBSの発行総額は約5. 8兆円になりました。

MBSの発行状況

独法移行に先駆けて証券化支援事業を実施

2,000

6,000
3,481 2,518

11,000
12,000

500
129

299

9,4919,2491,08219

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

直接融資 買取債権（フラット３５） Ｓ種
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（注）受益権行使事由

1. 本件機構債の債務を承継する者が法令で定められず、委託者を解散する法令が施行され、これにより委託者が解散した場合

2. 本件機構債の債務を承継する者を、株式会社とする法令又は会社更生法（平成14年法律第154号、その後の改正を含む。）若しくはこれに類似する倒産手続の適用が法令により認められる
法人とする法令が施行され、法令により委託者が解散した場合

3. 本件機構債の債務者を、株式会社とする法令又は会社更生法若しくはこれに類似する倒産手続の適用が法令により認められる法人とする法令が施行され、これにより本件機構債の債務者が
かかる法人となった場合

4. 本機構債に係る支払債務、機構法第19条の規定に基づき発行する機構債券、財形住宅債券又はその他機構が発行する債券に係る機構の支払債務のいずれかがその支払をなすべき日に
おいて未履行であり、かつ、その状態が7日以内に治癒されなかった場合

民間金融機関から機構が買い取った債権（フラット35）を信託します。（機構債の担保に供するため機構債の債権者の集合を当

初の受益者とする「他益信託」として信託契約を締結）

信託財産を担保に機構自身が債券を発行します。

受益権行使事由（注）が発生した場合には機構債は消滅し、受益者確定手続きを経て信託財産のみを引当てとした信託受益権に

切り替えられます。

③信託が貸付債権を直接回収

②債券の消滅

④受益権に基づく配当
（債券保有者（受益者）は信託
の受益権を確定的に取得）

※他益信託・・・委託者以外のものを受益者とする信託

⑤債券発行
（投資家は債券購入）

④債権信託

⑦債券償還金、
利金支払

（他益信託）
※

①住宅ローン

⑥元利金支払

②債権売却

⑥回収金受渡

通常時 受益権行使事由発生後

証券化支援事業（買取型）のスキーム概要

⑤買取代金支払民間金融

機関

機構

③証券化対象
債権

信託

投資家
貸付債権を担保として、
機構は債券を発行（⑤）

債務者

機構債券

信託財産

機構

①受益権行使
事由発生

機構債券

受益者
（投資家）

信託受益権

債務者

信託

信託財産
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機構は一般個人向け住宅ローンのオリジネーション及びサービシング業務から原則撤退し、住宅ローン市場と資本市場の橋渡

しをします。

機構の定める基準に適合した住宅ローン（フラット35）を買い取ることにより、長期固定金利型住宅ローンの

供給を支援します。

→住宅ローンの標準化を進めることにより証券化（MBSを発行）した際のキャッシュフロー分析等が容易とな

り、MBSの標準化にも繋がります。

民間金融機関は事業戦略に沿った独自の住宅ローン金利の設定が可能となります。

住宅ローンを機構に売却することが可能となることで、これまで長期固定金利型住宅ローンの提供が困難で

あった民間金融機関等の事業参入が容易となります。

機構が全国の住宅ローンを買い取ることで、地域間による住宅ローン資金調達コストの格差を平準化するこ

とが可能となります。

1 民間住宅ローン（フラット35）の買い取り（第一次市場の整備）

証券化支援事業へビジネスモデルを大きく転換（1）
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資本市場からMBSによる効率的な資金調達を行うことにより、相対的に低利な住宅ローンの供給が可能と

なることが期待されます。

機構がMBSの信用補完を行い機構MBSの信用力をAAAに高めること等により、繰上償還等のキャッシュ

フロー分析に重点を置いたMBS投資市場の創設が可能となります。

MBS投資市場の発展によりMBSの売買によって収益を上げるなど、新たなビジネス機会の可能性を広げ

ます。

全国から住宅ローンを買い取ることで、地域分散効果の高い住宅ローンプールの組成が可能となります。

機構が長期固定金利型住宅ローンの供給を支援することにより、機構MBSの標準化を促進することが可

能となります。

従来の公庫融資と同等の融資基準を定めることにより、過去の公庫直接融資の償還履歴データ等をもと

に、フラット35を裏付けとしたMBSのキャッシュフロー分析等が可能になります。

2 買い取った住宅ローンの証券化（第二次市場の整備）

証券化支援事業へビジネスモデルを大きく転換（2）
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これまで日本では住宅ローン事業に関する資金調達、オリジネーション、サービシング、ALM管理等を民間金融機関等もしくは

住宅金融公庫が一手に担ってきました。

一方、米国では機能分化が進み、資本市場を活用した住宅ローン市場が整備されています。

日本においてもリスク管理の厳格化や住宅ローンビジネスの多様化を背景に、資本市場を活用した住宅ローン市場の整備が望

まれており、この呼び水となるべく住宅金融支援機構は証券化支援事業を行うものです。

民間金融機関等

住宅金融公庫

サービシングオリジネーション 資金調達 ALM管理等

住宅ローン（自己資産として保有）
（民間金融機関での代理業務）

住宅ローン（自己資産として保有）

財政融資資金

預金等
自己資産として保有

（流動性低）

自己資産として保有

（流動性低）

分

断

補給金

これまで貸付後の住宅ローンの大半は民間金融機関等もしくは住宅金融公庫が自己資産として保有していたため、第二次市場（流動化市

場）が発展してきませんでした。

証券化等による資金調達方法が発展していないため、オリジネーターは民間金融機関等もしくは住宅金融公庫に限定されていました。

住宅金融公庫は財政融資資金及び補給金による国の補助を受けており、民業を圧迫しているとの批判がありました。

日本における従来型の住宅ローンビジネスモデル

証券化支援事業のビジネスモデル（1）

第一次市場 第二次市場
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第一次市場への事業参入を容易に

→住宅ローンを機構に売却することにより第一次市場に特化したビジネス展開が可能となります。

第二次市場の発展

→資本市場を活用したMBSによる資金調達を行うことにより、投資家層の拡大及び流動性の高いMBS市場の発展が期待されます。

適正なリスク分担

→住宅金融支援機構が第一次市場と第二次市場をつなぐ役割を果たすことにより、適正なリスク分担が可能となります。

証券化支援事業による住宅ローンビジネスの変化

証券化支援事業のビジネスモデル（2）

民間金融機関等

モーゲージバンク

サービシングオリジネーション 資金調達 ALM管理等

フラット35を取り組み、機構に売却
MBS（有価証券）投資

（流動性高）

第一次市場 第二次市場

フラット35を取り組み、機構に売却

MBS（有価証券）投資

（流動性高）

資
本
市
場

Ｍ
Ｂ
Ｓ

住
宅
金
融
支
援
機
構

MBS投資家

住宅金融公庫

撤退 新規借入停止 廃止

住宅金融公庫

（民間金融機関での代理業務）
財政融資資金 補給金

自己資産として保有

（流動性低）
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連帯保証

＜MBSマーケットへ＞

証券化によりALMリスクの大半はMBSマーケットに転嫁し、機構に残るALMリスクは大幅に抑制されます。（フィービジネスへの転換）

住宅ローンの信用リスクは住宅ローン金利に上乗せし、機構で管理します。

住宅金融公庫のビジネスモデル

住宅金融支援機構のビジネスモデル

新・旧ビジネスモデルの比較

信用リスク：保証料

財政融資資金：
23年元金均等償還

繰上償還不可

直接融資：
35年元利均等償還

繰上償還自由

MBS：
月次パススルー債

繰上償還オプションコ
スト内包信用リスク：

信用リスク相当分を
住宅ローン金利に上
乗せ

フラット35：
35年元利均等償還

繰上償還自由

公庫

顧客 財政融資資金

保証協会

ALMリスク
金利リスク

繰上返済リスク

機構
資本市場顧客

ALMリスク
金利リスク

繰上返済リスク
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買取申請件数は累計約16万件に達しました。

住宅ローンは申し込みから資金実行までタイムラグがありますが、買取件数でも16万件を目指します。

平成19年7月末現在

フラット35の取扱状況

805件 17,173件 59,573件 59,409件

208件 8,659件 44,926件 43,540件

平成18年度平成17年度平成16年度平成15年度

買取申請件数

買取件数

千件

買取申請件数・累計推移

買取件数・累計推移

機関数

都市銀行・信託銀行 6

地方銀行・第二地方銀行 102

信用金庫・信用組合・労働金庫等 202

モーゲージ・バンク 24

合計 334

【フラット35】取扱金融機関数

（注） 平成19年8月現在

22,296件

11,989件

平成19年度
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保証型 買取型

住宅ローンの

債権者

民間金融機関

（機構は住宅ローンに住宅

融資保険を付保）

住宅金融支援機構

（資金実行後、機構は金融

機関から住宅ローン債権を

買取り）

MBSの発行

民間金融機関が自ら実行し

た住宅ローン債権をまとめて

証券化し、MBSを発行

（機構はMBSについて投資

家への期日どおりの元利払

を保証）

機構が金融機関から買い

取った住宅ローン債権をまと

めて証券化し、MBS（月次

債）を発行。

証券化支援事業（保証型）のスキーム概要

民間金融機関の長期固定金利の住宅ローンについて、機構が住宅融資保険（保証型用）を付保します。債務者が返済不能と

なった場合には、機構が民間金融機関に保険金を支払います。

上記の住宅融資保険の付いた住宅ローンを担保として発行された民間金融機関のMBSについて、機構が投資家への期日どお

りの元利払を保証します。

保証型提携金融機関

住宅金融支援機構では、次の金融機関と提携し、長期固定金利の住宅ローンの証券化を支援しています。

（株）千葉興業銀行 平成19年１月下旬から取扱開始

※平成19年８月に初のＭＢＳが発行されました。

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 平成19年４月から取扱開始

SBIモーゲージ（株） 平成19年９月から取扱開始

①-a住宅ローン融資

③債権信託、
保険契約の移転

①-b住宅融資保険（保証型用）付保
(元本100%＋利息債権３か月）

④受益権交付

⑦受益権購入代金支払

信託受益権を投資家に販売する場合の事例

証券化支援事業（保証型）の仕組み

機構

保証型と買取型の違い

投資家
顧客

（債務者）

信託銀行

⑥-b保証
(現金準備金枯渇時の資金供与など）

⑥-a受益権販売

⑤サービシング業務委託
保険事務委託

金融機関

②債権プール組成



Ⅲ. 機構が実施するその他の業務
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公庫の既往債権は、保証協会の保証債務を含む権利義務とともに機構が承継し、補給金等については、（財）公庫住宅融資

保証協会の損失処理も含め、透明な形で先送りせずに早期に処理します。

既往債権の証券化（S種MBSの発行）により補償金なしで財政融資資金の繰上償還を実施し、財務体質を改善します。（金利

動向等にもよりますが、10兆円前後の繰上償還を実施します）

独法第一期中期目標期間中（平成19～23年度）に所要額をすべて措置し、補給金は廃止されます。

S種MBSの発行により証券化市場の育成を促します。

既往債権管理勘定を除き、独法第一期中期目標期間中（平成19～23年度）に単年度収支を黒字化、第二期中期目標期間中

（平成24～28年度を想定）に繰越損失金の解消を収支目標としています。

平成17年度 平成18年度 平成19年度

財政融資資金への繰上償還額

S種MBS発行額

1.6兆円（実績） 2.0兆円（実績） 2.7兆円（予算）

1.1兆円（実績） 1.2兆円（実績） 1.2兆円（予算）

経営改善計画の策定（平成17年7月）

財政融資資金への繰上償還状況

経営改善への取り組み
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融資業務は災害や密集市街地建替えに係る融資等、政策上重要な分野であるが民間では資金供給が困難なものに限定して実

施します。

地すべり等関連住宅、宅地防災工事、耐震改修工事、構造計算書偽装対応

子育て世帯向け賃貸住宅、高齢者世帯向け賃貸住宅、賃貸住宅改良

密集市街地建替え、マンション建替え、マンション共用部分改良

※上記のほか個人住宅（経過措置分）として、平成16年度までに公庫の事業承認を受けた分譲住
宅の購入者、既に住宅宅地債券の積立てを行っている方などに対する融資を行います。

災害復興住宅融資

災害予防関連融資

都市居住再生等融資

賃貸住宅融資

高齢者返済特例

（バリアフリーリフォーム、

マンション建替等）

財形住宅融資
財形制度見直しに伴い

住まいひろがり特別融資を廃止

建設資金等に限定

高齢者・子育て世帯向けに限定

マイホーム新築、建売、マンション、
リ・ユース等

住宅金融公庫

融資業務

住宅金融支援機構

災害復興住宅融資

災害予防関連融資

賃貸住宅融資

まちづくり融資

財形住宅融資

高齢者返済特例

（バリアフリーリフォーム、マンション建替等）

個人向け融資 廃止
（フラット３５で対応）
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（参考）住宅金融公庫融資

子育て世帯向け賃貸住宅融資 高齢者世帯向け賃貸住宅融資

ファミリー賃貸住宅融資
レントハウス融資
中高層ビル融資
社宅融資

戸当り床面積 原則50㎡以上 原則25㎡以上
※高齢者向け優良賃貸住宅（施設等共用）の場合は１８㎡以上

原則50㎡～125㎡（ファミリー賃貸融資）

敷地 原則500㎡以上（ファミリー賃貸融資）

建物 原則500㎡以上（ファミリー賃貸融資）

戸数 3戸以上（レントハウス）

住宅の形式 共同建、地上階数3以上（中高層）

構造 耐火構造又は準耐火構造（省令準耐火構造含む。）

建設基準等 技術基準
技術基準 ＋ 一定のバリアフリー性能

高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度への登録
基礎基準

融資対象部分 住宅部分（建物延べ面積の1/4以上）及び非住宅部分

融資率 建設費または標準建設費の99.45％または80％

対象事業費 建設費及び間接工事費（費目限定）

20年（中高層非住宅）
30年（レントハウス等）
35年（ファミリー賃貸）

固定期間 35年

決定回数 年3回

約36万円（10戸以上50戸未満のケース）

委託公共団体等による設計、中間及び竣工現場審査（無料）

基礎30％、屋根60％、竣工90％

敷金・礼金規制、限度家賃、公募、法人契約不可等の規制、
標準契約書準拠、原状回復に関するガイドラインの遵守

中間資金限度

賃貸規制等

工事審査

建設費、除却工事費、間接工事費、諸経費（適合証明検査手数料等）

融資手数料

項目

融資種別

融資額等

対象要件

1戸建住宅以外

耐火構造又は準耐火構造（省令準耐火構造含む。）

住宅部分及び非住宅部分（建物延べ面積の1/4以内）
※非住宅部分が1/4超の場合は、住宅部分のみ対象

対象事業費（非住宅部分を含む。）の100％

住宅金融支援機構融資

敷地面積165㎡以上

延面積200㎡以上（融資対象となる賃貸住宅部分）

制限なし

35年（非住宅部分含む。）

35年、15年（15年経過時点において機構が有する固定金利商品の中から選択）
金利

償還期間（上限）

標準契約書準拠及び原状回復に関するガイドラインの遵守

年4回（予定）

融資手数料としての徴収は廃止

原則として適合証明機関による設計及び竣工検査証明（有料）
※中間時の確認は出来高報告による。

基礎工事完了時30％から着工時30％（ただし土地評価の範囲内）に早期化

賃貸住宅融資（概要）

高齢者・子育て世帯向けに限定し、賃貸住宅融資を実施します。

融資案件の緩和や当初15年間固定金利制度の創設など、利用しやすい制度を目指しています。

住宅金融支援機構の賃貸住宅融資制度（概要）
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賃貸住宅融資の平成18年度末における貸付金残高は4.1兆円。

全体の貸付残高に占める賃貸住宅融資の割合は9.0％となっています。

（単位：件、百万円）

※賃貸住宅融資事業における事業実績欄の件数（戸数）・金額は契約ベースの計数である

16年度 17年度 18年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額

個人住宅 3,661,478 45,691,442 3,269,944 39,579,462 2,978,657 35,099,161

賃貸住宅 27,187 4,491,708 26,531 4,226,397 26,495 4,102,670

（参考）事業実績※ 26,467 239,402 17,022 147,675 9,603 79,285

都市居住再生等 73,515 1,958,968 80,839 2,023,629 79,464 1,906,364

復旧改良 230,463 1,417,412 211,447 1,260,956 195,918 1,133,147

関連公共施設等 3 1,111 1 478 1 437

宅地造成 94 148,607 75 128,788 53 104,830

財形住宅 122,991 1,390,138 122,175 1,370,891 118,303 1,286,049

買取債権 8,857 204,570 53,596 1,191,408 96,558 2,047,436

計 4,124,588 55,303,956 3,764,608 49,782,009 3,495,449 45,680,095

区分

貸付金等残高に対する賃貸住宅融資の占める割合
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平成19年度 平成18年度

予算 予算 実績

一般担保債券（SB） 3,395億円 700億円 540億円

超過担保部分 2,013億円 - -

700億円 540億円賃貸融資
（内訳）

1,382億円

資産担保証券（MBS） 33,444億円 33,400億円 21,790億円

直接融資分 1,448億円 1,400億円 299億円

買取債権分 19,996億円 20,000億円 9,491億円

S種債 12,000億円 12,000億円 12,000億円

政府保証債券 - - -

財形住宅債券 1,647億円 2,306億円 1,510億円

住宅宅地債券 1,183億円 2,467億円 1,276億円

合計 39,669億円 38,873億円 25,116億円

月次債
（内訳）

平成18年度までの賃貸住宅融資の資金調達に加え、MBSの超過担保部分の資金調達を目的に、SB発行を予定しています。

発行年限は5、10、20年の3年限を中心に、発行回数については年4～6回の発行を想定しています。

平成19年度の債券発行計画 機構SBの商品性

BISリスク

ウエイト

発行体格付
S&P：AA

R&I：AAA

10％

平成19年度のSB発行計画
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SBの資金調達目的と発行年限の考え方

MBSの超過担保部分及び賃貸融資の資金調達必要額を個別に算定します。

いずれも住宅ローンの残高減少を考慮し年限毎の発行額を調整します。

超過担保部分は5、10、20年債で、賃貸融資は10、20年債、住宅宅地債券で調達します。

資金調達の目的に関わらず、SBの発行は合算して行います。

MBSの超過担保

賃貸融資

SB調達

35年

5年債

10年債

20年債

住宅宅地債券等

資金調達必要額（イメージ） 債券発行年限

SB調達
（超過担保部分）

MBS調達
（AAA部分）

35年

10年債

20年債

5年債

10年債

20年債
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MBS

ＳＢ

住宅宅地債券・短期借入金

証券化支援事業

（フラット35）

賃貸住宅融資

まちづくり融資

高齢者返済特例（バリアフリーリフォーム、マンション建替等）

災害復興住宅融資

財形住宅融資

財政融資資金

財形住宅債券

証券化支援事業はMBSによる資金調達を基本とします。

MBSの超過担保部分の資金調達を目的に、SBによる資金調達を行います。

平成18年度に引き続き、賃貸住宅融資はSBによる資金調達を基本とします。

災害融資については、財政融資資金借り入れによる資金調達を継続します。

独立行政法人における資金調達イメージ

災害予防関連融資
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一般担保付債券相互間に

優先劣後関係はありません

MBSを除く住宅金融支援機構債券、財形住宅債券、住宅宅地債券の債権者が有する一般担保付債券の効力は、民法の規定に

よる一般の先取特権に次いで機構の総財産に対して弁済を受ける権利を有します。

一般担保住宅金融支援機構債券を含め、一般担保付債券の相互間には優先劣後関係はありません。

住宅金融公庫の解散後は利息の支払い及び元金の償還義務を住宅金融支援機構が承継します。

SBとその他の債券との優先劣後関係

担保

機構MBS

一般担保付債券 信託銀行

一般担保住宅金融支援機構債券

財形住宅債券

住宅宅地債券

政府保証債券

資産

MBS信託債権

MBS信託債権

機構

債権信託債権信託一般担保
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Disclaimer

本資料は、投資家の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり、債券の募集、売出し、売買などの勧誘を目的としたものでは

ありません。

また、債券投資をご理解いただくために、財投機関債の性格や仕組みなどを記載していますが、ここに記載された情報がそのすべ

てではありません。

債券のご投資判断にあたりましては、当該債券の発行などにあたり作成された最終商品内容説明書などに記載された条件、内容

や仕組みなどおよびその他入手可能な直近の情報などを必ずご確認いただき、投資家の皆さまのご自身の責任でご判断くださいま

すようお願い申し上げます。
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